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平成27年度
町のお財布を見てみよう！！

　歳出では、高齢者・児童・心身障がい者
の方などに対して行う支援に要する経費
である扶助費が、20.0%と一番高い割合
となっています。前年度と比べると4,641
万8千円（2.5％）の増となります。
　道路や学校の新増設に必要な経費で
ある普通建設事業費は、前年より5億
6,704万2千円（44.7%）の減となる7億
51万3千円となりました。平成21年度より
実施していた小中学校の耐震改修事業の
工事が完了したこと等によります。
　町の借金の返済にあてる経費である公
債費は、前年より7,175万7千円（8.1%）減
の8億1,033万8千円となりました。

～お金の使い道～歳　出

平成27年度主な事業

用語解説
【町債】町が事業を行うために長期間、国や県・金融機関等から借り入れるお金。町の借金。
【臨時財政対策債】国の財源不足によって交付される地方交付税が足らない時に、借り入れて不足分を補う町の借金の一種。
【地方交付税】自主財源の多い自治体と少ない自治体の間の財源の調整を図るなどの目的で、国から交付されるお金。
【繰入金】一般会計、特別会計、基金の間でやりとりするお金。
【消費的経費】支出効果が単年度又は短期間に終わるもの。後年度に形を残さない経費。
【投資的経費】施設の建設など将来に残るものに支出する経費。

安心して出産や子育てが出来るよう、児童や妊産婦、ひとり
親家庭の方の医療費の一部を助成します。児童医療費につい
て、出生から中学3年生の児童に対し、現物給付となります。

医療費助成事業

1億6,910万円
がんを含む疫病の早期発見による早期治療を
進めるため各種の検診を実施し、町民の皆さん
の健康の保持及び増進を図ります。

がん・結核検診事業

6,417万9千円

平成27年10月からの、マイナンバー制度の開始
に伴い、システムの整備を行います。
※マイナンバー制度とは・・・住民票を有する全ての方に1人1
つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的
に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一
人の情報であることを確認するために活用されるものです。

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）システム整備事業

2,047万5千円
住民票などの証明書をコンビニで交付できる
ようにすることで、住民サービスの向上を図り
ます。平成28年3月からのサービス開始に向
け、交付機器の整備やシステムの改修を行い
ます。

住民票等のコンビニ交付事業

317万3千円

歳出合計
9,579,000
（単位：千円）

扶助費扶助費
1,916,2631,916,263
（20.0％）（20.0％）

消費的経費消費的経費
6,396,898（66.8％）6,396,898（66.8％）

投資的経費投資的経費
700,516700,516
（7.3％）　（7.3％）　

その他の経費その他の経費
2,481,5862,481,586
（25.9％）（25.9％）

物件費物件費
1,708,3331,708,333
（17.8％）（17.8％）

人件費人件費
1,557,0431,557,043
（16.3％）（16.3％）

補助費等補助費等
1,186,4191,186,419
（12.4％）（12.4％）

普通建設普通建設
事業費事業費
700,513700,513
（7.3％）（7.3％）

繰出金繰出金
1,617,8211,617,821
（16.9％）（16.9％）

公債費公債費
810,338810,338
（8.5％）（8.5％） 扶助費

1,916,263
（20.0％）

消費的経費
6,396,898（66.8％）

投資的経費
700,516
（7.3％）　

その他の経費
2,481,586
（25.9％）

物件費
1,708,333
（17.8％）

人件費
1,557,043
（16.3％）

補助費等
1,186,419
（12.4％）

普通建設
事業費
700,513
（7.3％）

災害復旧費
3（0.0％）

繰出金
1,617,821
（16.9％）

公債費
810,338
（8.5％）

その他
53,427（0.6％）

維持補修費
28,840
（0.2％）

上三川町は 平成27年4月29日で 合併60周年を迎えます!
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特集
～どれくらいのお金が入ってくるの？何にお金を使うの？～

「より安心・安全で活力のあるまち　上三川」
（上三川町が目指す姿のキャッチフレーズです！！）

の実現に向けて、今年度予算を編成しました。

　平成27年度当初予算が3月議会にて可決されました。
　一般会計予算は95億7,900万円となり、前年度と比較して5億1,200万円（5.1%）の減
となりました。

　町の収入の約半分は、皆さんに納め
ていただいている町税です。固定資産
税について、企業の新規投資の手控え
や、3年毎の評価替えに伴う在来家屋
分の減価が見込まれ、前年度予算と比
較して1億9,580万5千円（3.5%）の減
額となりました。
　町債は普通建設事業が減少したこと
により前年より2億480万円（67.6%）
減となりました。
　通常の財源だけでは、歳出に対し歳
入が不足するため、町債管理基金（町の
貯金）の取り崩しと、臨時財政対策債
（借金）の導入で補います。

　町には3種類の会計

（財布）があります。そ

れぞれの会計（財布）

でお金の出し入れをし

ます。

福祉や教育、道
路の整備といっ
た行政の基本的
事業の会計

～町に入ってくるお金の内訳～

歳　入

会計別予算額一般会計
健康保険料や下水道使用料などの特定の収入を使って特
定の事業を行う会計

特別会計 総額73億2,500万円

利用料金などの
収益で運営する
会計

公営企業会計

一般会計一般会計
95億7,900万円95億7,900万円

国民健康保険事業国民健康保険事業
36億2,300万円36億2,300万円

介護保険事業介護保険事業
19億2,100万円19億2,100万円

公共下水道事業公共下水道事業
12億5,400万円12億5,400万円

農業集落排水事業農業集落排水事業
3億1,500万円3億1,500万円

後期高齢者医療後期高齢者医療
2億1,200万円2億1,200万円

水道事業水道事業
8億4,221万円8億4,221万円

一般会計
95億7,900万円

国民健康保険事業
36億2,300万円

介護保険事業
19億2,100万円

公共下水道事業
12億5,400万円

農業集落排水事業
3億1,500万円

後期高齢者医療
2億1,200万円

水道事業
8億4,221万円

歳入合計
9,579,000
（単位：千円）

通常の財源通常の財源
8,850,6008,850,600
（92.4％）（92.4％）

町税町税
5,426,9555,426,955
（56.7％）（56.7％）

国庫支出金国庫支出金
958,107958,107
（10.0％）（10.0％）

県支出金県支出金
726,557726,557
（7.6％）（7.6％）

地方交付税地方交付税
420,000（4.4％）420,000（4.4％）

赤字補てん分赤字補てん分
728,400728,400
（7.6％）（7.6％）

通常の財源
8,850,600
（92.4％）

町税
5,426,955
（56.7％）

国庫支出金
958,107
（10.0％）

県支出金
726,557
（7.6％）

地方交付税
420,000（4.4％）

町債98,500（1.0％）
地方消費税交付金530,000（5.5％）
繰越金250,000（2.6％）
繰入金20,847（0.2％）
地方譲与税
130,000
（1.3％）

赤字補てん分
728,400
（7.6％）

町債（臨時財政対策債）町債（臨時財政対策債）
528,400（5.5％）528,400（5.5％）

分担金及び負担金
121,727（1.3％）
その他167,907（1.8％）
繰入金（町債管理基金）
200,000（2.1％）
町債（臨時財政対策債）
528,400（5.5％）

上三川町は 平成27年4月29日で 合併60周年を迎えます!
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